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古
典
を
読
む
と
い
う
行
為
の
一
展
開

―
抄
物
と
諺
解
の
比
較
検
討
を
通
じ
て

―

武
田　

祐
樹

一
　
は
じ
め
に

　

清
原
家
か
ら
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
）
へ
の
学
問
上
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
『
大
学
諺
解
』
に
お
い
て
、
既
に
林
羅
山
自

身
が
言
及
し
て
い
る
。
戦
後
、
和
島
芳
男
氏
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
の
必
要
性
を
説
き
）
1
（

、
後
に
国
語
学
の
視
点
か
ら
訓
点
に
着
目

し
た
研
究
）
2
（

が
現
れ
た
。
本
稿
で
は
、
古
典
注
釈
書
の
比
較
検
討
及
び
そ
の
結
果
の
考
察
を
通
じ
て
、
解
説
手
法
と
い
う
面
か
ら
従
来
の
研
究
で
不

十
分
な
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　

な
お
、
清
原
家
の
抄
物
と
林
羅
山
の
諺
解
を
比
較
検
討
す
る
に
あ
た
り
、『
三
略
』
に
関
す
る
も
の
を
主
と
し
て
用
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一

七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、『
三
略
』
は
極
め
て
重
要
な
古
典
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
林
羅
山
の
著
作
や
年
譜
を
用
い
て
、
林
羅
山
が
清
原
家
の
学
問
に
い
か
な
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。
つ
ぎ

に
、
林
羅
山
の
年
譜
や
清
原
秀
賢
（
一
五
七
五
～
一
六
一
四
）
の
日
記
な
ど
を
用
い
て
『
三
略
』
が
一
七
世
紀
初
頭
の
日
本
に
お
い
て
受
け
て
い

た
扱
い
を
整
理
す
る
。
し
か
る
の
ち
に
、
清
家
文
庫
や
内
閣
文
庫
が
所
蔵
す
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
清
原
家
の
抄
物
と
林
羅
山
の
諺
解
に
、
い
か

な
る
差
異
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
さ
い
ご
に
、
検
討
の
結
果
に
考
察
を
加
え
る
。
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以
上
を
通
じ
て
、
古
典
注
釈
書
の
作
成
と
い
う
十
分
な
蓄
積
の
あ
る
分
野
に
お
い
て
、
先
行
者
で
あ
る
清
原
家
に
学
び
つ
つ
も
そ
れ
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
、
林
羅
山
の
取
り
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
新
た
な
展
開
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

二
　
林
羅
山
と
清
原
家

　

こ
の
節
で
は
、
林
羅
山
と
清
原
家
の
関
わ
り
を
整
理
し
、
林
羅
山
が
清
原
家
の
学
問
に
い
か
な
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。

　

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）、
林
羅
山
は
一
三
歳
の
時
に
建
仁
寺
大
統
庵
に
入
る）

3
（

。
当
時
、
建
仁
寺
に
は
梅
仙
東
逋
が
い
た
。
梅
仙
東
逋
の
父
で

あ
る
林
浄
因
（
一
四
九
八
～
一
五
八
一
）
が
清
原
宣
賢
（
一
四
七
五
～
一
五
五
〇
）
に
学
ん
だ
た
め
、
梅
仙
東
逋
も
清
原
家
の
学
問
を
宗
と
し
て

い
た
。
林
羅
山
が
著
し
た
「
随
筆
」
に
は
、
こ
の
梅
仙
東
逋
か
ら
『
尚
書
』
の
「
孔
安
国
伝
」
を
学
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

　

そ
の
後
、
建
仁
寺
を
出
奔
し
た
林
羅
山
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
『
古
文
尚
書
』
と
『
礼
記
』
に
手
跋
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
跋

は
、
清
原
家
の
テ
キ
ス
ト
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

5
（

。
ま
た
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
は
東
山
の
老
僧
か
ら
神
道
を
学
ん
だ
。

こ
の
老
僧
は
卜
部
家
と
清
原
家
の
両
家
に
学
ん
だ
と
い
う
。

　

こ
の
慶
長
八
年
と
慶
長
九
年
の
二
年
間
に
渡
り
、
林
羅
山
は
頻
繁
に
清
原
秀
賢
を
訪
問
し
、
清
原
秀
賢
か
ら
も
林
羅
山
へ
手
紙
を
送
っ
て
い

る
）
6
（

 

。
慶
長
九
年
の
正
月
一
日
に
は
新
年
の
挨
拶
を
し
、
同
年
四
月
二
七
日
に
は
菓
子
を
持
参
す
る
、
林
羅
山
は
こ
う
し
た
交
際
を
繰
り
返
す
な
か

で
清
原
家
に
学
ん
だ
の
で
あ
る）

7
（

。

　

清
原
家
に
学
ん
だ
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
林
羅
山
は
、
清
原
家
の
学
問
に
い
か
な
る
評
価
を
下
し
た
の
か
。

日
本
ニ
テ
清
原
外
記
頼
業
、
始
テ
大
學
中
庸
ヲ
拔
出
シ
テ
ヨ
メ
リ
。
時
代
ヲ
考
ユ
レ
ハ
、
朱
子
ノ
時
ニ
當
レ
リ
ト
、
彼
家
ニ
云
ヒ
ノ
ヽ
シ
ル

ハ
、
尤
イ
フ
カ
シ
キ
事
也
。
朱
子
ノ
註
本
、
渡
リ
テ
後
、
五
山
文
字
ノ
僧
、
ヤ
ウ
〱
ス
コ
シ
キ
ヨ
ミ
テ
、
其
後
彼
家
ニ
モ
、
ヲ
ノ
レ
カ
眼
力
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ノ
及
所
ヲ
抄
出
シ
、
近
註
ト
號
シ
テ
、
常
忠
宣
賢
カ
徒
、
ヲ
ロ
ソ
カ
ニ
見
侍
リ
ヌ
。
全
文
ヲ
ハ
エ
ヨ
マ
ス

予
未
弱
冠
時
、
京
師
家
塾
ニ
テ
、
四
書
集
註
章
句
ヲ
講
ス
。
笈
ヲ
負
テ
、
耳
ヲ
傾
ル
者
、
多
群
集
ス
。
人
皆
古
註
ヲ
ヨ
ミ
テ
、
程
朱
ノ
名
ヲ

サ
ヘ
不
知
之
。
今
三
十
年
後
、
闔
國
悉
ク
予
カ
家
風
ヲ
称
ス
ト
ナ
ン
。（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
学
諺
解
』）

　
『
大
学
諺
解
』
は
三
冊
か
ら
成
る
。『
大
学
章
句
解
』
や
『
大
学
解
』
と
も
称
せ
ら
れ
、
内
閣
文
庫
に
写
本
と
し
て
伝
わ
る
。
期
待
し
て
い
た
長

男
林
叔
勝
（
一
六
一
三
～
一
六
二
九
）
の
死
を
承
け
、
遺
さ
れ
た
三
男
林
鵞
峯
（
一
六
一
八
～
一
六
八
〇
）
と
四
男
林
讀
耕
齋
（
一
六
二
四
～
一

六
六
一
）
の
た
め
に
著
さ
れ
た）

8
（

。
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）、
林
羅
山
四
八
歳
の
作
で
あ
る
。

　

林
羅
山
は
、
程
朱
の
学
が
伝
来
す
る
以
前
の
本
邦
に
お
い
て
清
原
家
で
学
庸
を
『
礼
記
』
か
ら
独
立
さ
せ
て
読
ん
で
い
た
と
い
う
逸
話
へ
、
疑

い
の
目
を
向
け
る
。
一
方
で
、
自
身
に
つ
い
て
は
青
年
時
代
に
「
四
書
集
註
章
句
ヲ
講
」
じ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

ま
た
、
実
際
に
新
注
系
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
っ
た
後
も
、
清
原
家
で
は
「
全
文
ヲ
ハ
エ
ヨ
マ
ス
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
。「
全

文
ヲ
ハ
エ
ヨ
マ
ス
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ま
一
つ
、
林
羅
山
が
清
原
家
の
学
問
に
触
れ
た
例
を
挙
げ
る
。

或
人
問
テ
云
、
今
ノ
世
俗
ニ
古
註
新
註
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
何
ト
心
得
侍
ル
ヘ
キ
ソ
ヤ
。
羅
浮
子
答
テ
云
、
何
晏
カ
集
解
ヲ
ハ
古
註
ト
云
ヒ
、
朱

子
ノ
集
註
ヲ
ハ
新
註
ト
モ
近
註
ト
モ
云
ト
見
ヘ
タ
リ
。
然
レ
モ
漢
儒
ノ
註
ニ
比
セ
ハ
、
集
解
モ
新
註
ナ
ル
ヘ
シ
。
元
明
諸
儒
ノ
註
ニ
比
セ

ハ
、
集
註
モ
古
註
ナ
ル
ヘ
シ
。（
中
略
）
其
上
清
原
家
ニ
モ
、
既
ニ
大
學
中
庸
ヲ
ハ
、
章
句
ヲ
以
テ
ヨ
ミ
、
論
孟
ヲ
ハ
何
氏
趙
氏
カ
註
マ
サ

レ
リ
ト
云
、
是
大
ナ
ル
ヒ
カ
コ
ト
ナ
リ
。
彼
家
ノ
諸
抄
ヲ
見
ル
ニ
、
古
註
ニ
テ
ミ
ツ
カ
ラ
合
点
セ
サ
ル
ヲ
ハ
、
朱
子
ノ
説
ヲ
引
テ
我
家
ニ
習

ヒ
来
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ハ
、
カ
タ
マ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
マ
シ
テ
眼
力
ノ
及
ハ
ヌ
ト
コ
ロ
、
エ
ヨ
マ
ヌ
所
ヲ
ハ
、
手
ヲ
ツ
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
。
何
ト

テ
朱
子
ノ
學
庸
ノ
註
ハ
ヨ
ク
シ
テ
、
論
孟
ノ
註
ハ
ヨ
ク
セ
ス
乄
、
清
家
ニ
キ
ラ
ハ
ル
ル
ヤ
。
又
何
ト
テ
サ
シ
モ
ノ
朱
子
ノ
前
ハ
賢
ニ
乄
後
ハ
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俄
ニ
愚
ナ
ル
ヤ
。
朱
子
ノ
愚
ナ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
エ
ヨ
マ
ヌ
者
ノ
愚
ナ
ル
ナ
リ
。（
中
略
）
大
明
ノ
儒
我
レ
カ
シ
コ
カ
ホ
ニ
、
前
人
ヲ
議
ス

レ
ト
モ
、
サ
シ
テ
ヨ
キ
事
ト
モ
見
ヘ
侍
ラ
ス
。
既
ニ
秦
漢
以
来
百
千
歳
ノ
間
、
道
學
ス
タ
レ
タ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
、
程
朱
出
テ
、
四
書
六
經
ヲ
明

カ
ニ
シ
、
聖
人
ノ
心
ヲ
知
ル
時
ハ
、
後
人
ノ
道
學
ヲ
説
ク
事
ハ
、
皆
程
朱
ノ
恩
ナ
リ
。
我
輩
若
聖
人
ノ
書
ヲ
ヨ
マ
ン
ナ
ラ
ハ
、
程
朱
ヲ
サ
シ

ヲ
キ
テ
別
ニ
誰
ヲ
カ
信
セ
ン
ヤ
。（
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
『
論
語
諺
解
』）

　
『
論
語
諺
解
』
は
、「
里
仁
」
ま
で
を
林
羅
山
が
著
す
も
、
完
成
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
業
を
後
に
林
鵞
峯
が
継
ぎ
、「
公
冶
長
」
以

降
を
『
論
語
諺
解
補
』
と
し
て
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
完
成
さ
せ
る
。

　

林
羅
山
は
、
古
注
と
新
注
の
関
係
を
歴
史
的
に
捉
え
た
上
で
、
学
庸
は
新
注
で
読
み
論
孟
は
古
注
で
読
む
と
い
う
方
法
を
誤
り
と
断
じ
、
取
捨

選
択
の
仕
方
も
恣
意
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
古
注
で
読
む
の
な
ら
ば
全
て
古
注
で
読
み
、
新
注
で
読
む
の
な
ら
ば
全
て
新
注
で
読
む
べ
き
で
あ

る
と
い
う
立
場
か
ら
、
林
羅
山
は
清
原
家
の
四
書
の
読
み
方
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
引
い
た
『
大
学
諺
解
』
の
「
全
文
ヲ
ハ
エ

ヨ
マ
ス
」
は
、
清
原
家
の
四
書
の
読
み
方
の
恣
意
性
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。

　
『
大
学
諺
解
』
及
び
『
論
語
諺
解
』
に
お
け
る
林
羅
山
の
清
原
家
批
判
は
、
古
典
を
読
む
上
で
異
な
る
時
代
に
生
ま
れ
た
別
の
人
物
の
手
に
成

る
注
を
混
じ
え
て
用
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
林
羅
山
は
、
清
原
家
の
古
典
の
読
み
方
を
不
整
合
か
つ
恣
意
的
な
解
釈
を
招
く
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
認
識
の
下
、
林
羅
山
は
「
我
輩
若
聖
人
ノ
書
ヲ
ヨ
マ
ン
ナ
ラ
ハ
、
程
朱
ヲ
サ
シ
ヲ
キ
テ
別
ニ
誰
ヲ
カ
信
セ
ン
ヤ
」
と
述
べ
、
経
書
を
読
む

な
ら
ば
、
新
注
に
拠
る
以
外
の
方
法
は
無
い
と
断
言
し
て
い
る
。

　

林
羅
山
の
清
原
家
批
判
を
よ
り
実
情
に
即
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
清
原
家
と
林
羅
山
の
注
釈
書
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　
一
七
世
紀
初
頭
の
『
三
略
』
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清
原
家
の
抄
物
と
林
羅
山
の
諺
解
を
比
較
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
『
三
略
』
に
関
す
る
も
の
を
取
り
扱
い
た
い
。『
三
略
』
が
本
邦
に
お

い
て
極
め
て
重
視
さ
れ
た
中
国
古
典
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
一
七
世
紀
初
頭
の
本
邦
に
お
け
る
『
三
略
』
の
受
容
を
、
出
版
事

業
や
講
書
活
動
に
焦
点
を
絞
っ
て
整
理
し
た
い
。
併
せ
て
、『
三
略
』
を
含
め
た
『
七
書
』
及
び
そ
の
注
釈
書
に
関
す
る
紹
介
を
ご
く
簡
単
に
行

う
。

　

徳
川
家
康
（
一
五
四
三
～
一
六
一
六
）
は
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
か
ら
大
規
模
な
出
版
事
業
を
開
始
す
る
。
い
わ
ゆ
る
伏
見
版
で
あ
る
。
一

連
の
事
業
の
な
か
で
、『
東
鑑
』
や
『
貞
観
政
要
』、『
周
易
』
と
い
っ
た
和
漢
の
古
典
と
共
に
、『
三
略
』
も
印
刷
さ
れ
る
。『
三
略
』
の
出
版
さ

れ
た
回
数
は
三
回
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
六
韜
』
の
四
回
に
次
ぐ
）
9
（

。

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
清
原
秀
賢
は
細
川
忠
興
（
一
五
六
三
～
一
六
四
六
）
に
『
三
略
』
を
講
じ
、
同
九
年
に
は
豊
臣
秀
頼
（
一
五
九
三

～
一
六
一
五
）
へ
『
三
略
』
を
献
上
す
る
。
ま
た
、
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
は
五
月
三
日
か
ら
同
月
一
七
日
ま
で
七
回
に
わ
た
り
『
三

略
』
を
講
じ
て
い
る
が
、
こ
の
際
に
は
九
条
忠
栄
（
一
五
八
六
～
一
六
六
五
）
が
如
き
人
物
も
講
義
に
出
席
し
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
講
義
で
、

清
原
秀
賢
は
『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
を
併
用
し
た
と
い
う
。

　

林
羅
山
が
慶
長
九
年
に
著
し
た
「
既
見
書
目
）
（（
（

」
の
な
か
に
は
、『
三
略
』
の
名
が
『
六
韜
』『
呉
子
』『
孫
子
』『
司
馬
法
』『
尉
繚
子
』『
李
靖
問

答
』
と
共
に
見
え
る
。
ま
た
林
羅
山
は
、『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
を
少
な
く
と
も
二
回
ず
つ
読
ん
で
お
り）

（（
（

、
慶
長
一
二
年
に
初
め
て
徳

川
秀
忠
（
一
五
七
九
～
一
六
三
二
）
に
拝
謁
し
た
際
に
は
、『
六
韜
』
や
『
漢
書
』
と
共
に
『
三
略
』
を
講
じ
た
。
こ
の
講
義
は
一
五
日
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
た
。
翌
一
三
年
（
一
六
〇
八
）、
林
羅
山
は
徳
川
家
康
へ
『
論
語
』
と
共
に
『
三
略
』
を
講
じ
た
。
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
に

は
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
一
六
五
一
）
へ
『
孫
子
諺
解
』
と
共
に
『
三
略
諺
解
』
を
献
上
し
た）

（（
（

。
林
羅
山
の
古
典
注
釈
書
の
な
か
で
も
「
諺

解
」
の
名
を
冠
す
る
最
初
の
例
で
あ
る
。

　

一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、『
三
略
』
は
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
講
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
『
三
略
』
が
当
時
に
あ
っ
て
重
視
さ
れ
た）

（（
（

こ
と
を
示
し
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て
い
る
。

　

清
原
秀
賢
は
『
三
略
』
を
講
じ
る
際
に
『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
を
用
い
た
。
林
羅
山
も
両
書
を
複
数
回
に
わ
た
り
読
ん
で
い
る
。
伏

見
版
の
『
三
略
』
は
足
利
学
校
所
蔵
の
九
華
自
筆
本
『
七
書
講
義
』
を
底
本
に
し
て
い
る
。

　
『
七
書
』
や
『
七
書
講
義
』、『
七
書
直
解
』
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
宋
元
豊
年
間
に
『
六
韜
』『
孫
子
』『
呉
子
』『
司
馬
法
』『
三
略
』『
尉

繚
子
』『
唐
太
宗
李
衛
公
問
対
』
の
七
部
は
ま
と
め
て
『
七
書
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
金
の
施
子
美
に
よ
り
『
七
書
講
義）

（（
（

』
が
、
明
代

に
は
劉
寅
に
よ
り
『
七
書
直
解）

（（
（

』
が
著
さ
れ
た
。『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
は
、
共
に
『
七
書
』
の
解
説
を
行
う
際
に
、
経
書
や
史
書
の

記
述
を
引
用
す
る）

（（
（

。
こ
れ
は
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
で
あ
る
。

四
　
清
原
家
の
抄
物

　

本
節
で
は
、
清
原
家
の
『
三
略
』
に
関
す
る
抄
物
の
検
討
を
行
う
。
清
原
家
の
『
三
略
』
関
係
の
抄
物
）
（（
（

は
図
で
示
し
た
。

講
義
の
手
控
え

清
原
良
賢
抄

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
秘
抄
』
三
巻
一
冊

後
光
厳
院
宸
筆
か

清
原
宣
賢
抄

清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
秘
抄
』
三
巻
一
冊

清
原
宣
賢
自
筆

清
原
国
賢
抄

清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
抄
』
三
巻
六
冊

清
原
国
賢
等
書
写

講
義
の
聞
き
書
き

清
原
宣
賢
抄

清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
口
義
』
三
巻
一
冊

林
宗
二
の
聞
き
書
き
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『
三
略
』
関
係
の
抄
物
に
つ
い
て
は
、
柳
田
征
司
氏
が
既
に
『
良
賢
抄
』
と
『
宣
賢
抄
』
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る）

（（
（

。
柳
田
氏
は
、『
良
賢

抄
』
は
、『
七
書
講
義
』
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
が
『
宣
賢
抄
』
は
『
七
書
直
解
』
を
も
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
柳
田
氏
は

『
良
賢
抄
』
の
成
立
を
『
七
書
直
解
』
成
立
以
前
に
推
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
注
釈
書
に
拠
っ
て
い
た
『
良
賢
抄
』
に
比
し
て
、『
宣
賢

抄
』
成
立
時
に
は
『
七
書
直
解
』
流
入
と
い
う
新
た
な
状
況
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
は
清
原
宣
賢
の
注
釈
態
度
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

試
み
に
、『
三
略
』
の
「
軍
讖
曰
、
柔
能
制
剛
、
弱
能
制
強
」
で
始
ま
る
箇
所
を
検
討
し
た
い
。

軍
‐
讖シ
ン
に
曰
、
柔
能
制
す
レ

剛
を
。
弱
能
制
す
レ

強
を
。
柔
は
者
德
也
。
剛
は
者
賊
也
。
弱
は
者
人
の
之
所　
ナ
リレ

助　
ル

也
。
強
は
者
怨
の
之
所　
ナ
リレ

攻
也
。
柔

有
レ

所
レ

設　
ル

て

剛
有
レ

所
レ

施
す
。
弱
有
レ

所
レ

用　
ル

て

強
有
レ

所
レ

加
。
兼
二

此
の
四
の
者
を
一
て

而
制　
セ
ヨ

二

其
の
冝
を
一

（『
良
賢
抄
』）

軍
‐
讖シ
ン
に
曰
、
柔
能
制
す
レ

剛
を
。
弱
能
制
す
レ

強
を
。
柔
は
者
德　
ナ
リ

也
。
剛
は
者
賊　
ナ
リ

也
。
弱
は
者
人　
ノ

之
所　
ナ
リレ

助
　
ク
ル

也
。
強
は
者
人
之
所　
ナ
リレ

攻
也
。
柔

有
レ

所
レ

設　
ル

。
剛
有
レ

所
レ

施
す
。
弱
有
レ

所
レ

用
。
強
有
レ

所
レ

加
ク
ハ
フ
ル。

兼
二

此
の
四
の
者
を
一
て

、
而
制　
セ
ヨ

二

其
の
宜
を
一

（『
宣
賢
抄
』）

　

縦
線
は
音
号
符
を
、
カ
タ
カ
ナ
は
添
え
仮
名
を
、
ひ
ら
が
な
は
乎
古
止
点
を
表
す
。

　
『
良
賢
抄
』
が
「
強
者
怨
之
所
攻
也
」
と
『
七
書
講
義
』
に
拠
っ
て）

（（
（

本
文
を
作
る
箇
所
を
、『
宣
賢
抄
』
は
「
強
者
人
之
所
攻
也
」
と
『
七
書
直

解
』
に
拠
っ
た
本
文
）
（（
（

に
作
る
。

　
『
七
書
直
解
』
の
流
入
と
い
う
新
た
な
状
況
を
受
け
、
清
原
宣
賢
は
本
文
を
改
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
状
況
に
よ
り
、
二
つ
の
抄
物
の

間
に
い
か
な
る
差
異
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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弱
者

―
弱
ハ
、
人
ニ
下
テ
、
慇
懃
ニ
、
ア
ツ
カ
フ
ホ
ト
ニ
、
人
カ
助
ル
也
。
強
者

―
強
ハ
、
敵
當
モ
ノ
多
シ
。
故
ニ
、
怨
ヲ
ナ
ス
者

カ
、
攻
也
。（『
良
賢
抄
』）

弱
者
人
之
所
助
也
ト
ハ
弱
ニ
乄
德
ア
ル
者
ヲ
ハ
、
衆
人
カ
助
ク
ル
也
。
直
云
、
古
人
有
二

濟
レ

弱
扶
レ

傾
者
一

ト
云
。
モ
シ
弱
ニ
乄
、
德
ナ
ク

ハ
、
人
ハ
助
ケ
マ
シ
キ
也
。
強
者
人
之
所
攻
ト
ハ
、
強
ニ
乄
、
不
仁
ナ
ル
者
ヲ
ハ
、
衆
人
カ
攻
ル
也
。
直
云
、
古
人
有
二

禁
レ

暴
救
レ

乱
者
一

ト

云
。
モ
シ
強
ニ
乄
、
仁
ア
ラ
ハ
、
人
ハ
攻
マ
シ
キ
也
。（『
宣
賢
抄
』）

　
『
良
賢
抄
』
は
『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し）

（（
（

、『
宣
賢
抄
』
は
『
七
書
直
解
』
を
踏
襲
し
た）

（（
（

解
説
と
な
っ
て
い
る
が
、『
宣
賢
抄
』
は
完
全
に
『
七

書
直
解
』
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
七
書
直
解
』
に
沿
っ
た
解
説
の
後
に
、『
宣
賢
抄
』
で
は
『
七
書
講
義
』
に
則
っ
た
解
説
が

行
わ
れ
る
。

講
義
ノ
心
ハ
、（
中
略
）
弱
者
人
之
所
助
也
ト
ハ
、
ウ
テ
ノ
弱
キ
者
ハ
、
人
ニ
下
テ
、
イ
ン
キ
ン
ニ
ア
ツ
カ
フ
ホ
ト
ニ
、
人
ニ
助
ケ
ラ
ル
ヽ

也
。
強
者
人
之
所
攻
ト
ハ
、
ウ
テ
ノ
ツ
ヨ
キ
者
ハ
、
敵
當
モ
ノ
多
シ
。
故
ニ
怨
ヲ
ナ
ス
者
ノ
タ
メ
ニ
、
攻
メ
ラ
ル
ヽ
也
。
講
義
ノ
心
ハ
、
人○

ノ
字
、
怨○

ノ
字
ト
見
タ
リ
。（『
宣
賢
抄
』）

　
『
七
書
直
解
』
に
依
拠
し
た
解
説
を
行
っ
た
後
、
清
原
宣
賢
は
『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
た
解
説
を
附
し
て
い
る
。
新
た
な
注
釈
書
の
流
入
に

よ
り
、
既
存
の
注
釈
書
と
比
較
す
る
視
点
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

清
原
宣
賢
の
『
三
略
』
講
義
は
二
つ
の
注
釈
書
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
自
己
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
方
針
を
と
る
。
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軍
‐
讖
曰
、
柔　
ハ

能　
ク

制　
ス

レ

剛　
ヲ

弱　
ハ

能　
ク

制　
ス

レ

強
。
柔　
ハ

者
德
也
剛　
ハ

者
賊　
ナ
リ

也
。
弱　
ハ

者
人
之
所　
ナ
リレ

助
　
ク
ル

也
。
強　
ハ

者
ア
タ
ノ怨

ウ
ラ
ミ
ノ

之
所
レ

攻　
ル

也
。
柔　
モ

有
レ

所
レ

設　
ク
ル。

剛 

有
レ

所
レ

施
。
弱
有
レ

所
レ

用
。
強
有
レ

所
レ

加シ
ノ
ク。
兼　
テ

二

此　
ノ

四
者　
ヲ

一

而
制　
ス

二

其
宜
　
シ
キ
ヲ

一

（『
口
義
』）

弱
者

―
柔
德
カ
ア
ラ
ハ
、
人
カ
助
ケ
ウ
ソ
。
是
モ
中
庸
ノ
德
カ
ナ
ク
ハ
、
人
ハ
助
ケ
マ
イ
ト
シ
タ
ソ
。
強
者

―
暴
逆
ナ
者
ヲ
人
カ
セ
ム

ル
ソ
。
是
モ
コ
ハ
ウ
テ
仁
ノ
心
カ
ア
ラ
ハ
人
ハ
責
マ
イ
ソ
。
マ
ツ
カ
ウ
直
解
ニ
シ
タ
ソ
。
講
義
ノ
心
ハ
チ
カ
ウ
タ
リ
。
柔
ハ
ヨ
ハ
イ
ホ
ト
ニ

人
ニ
ア
ラ
ソ
イ
サ
ハ
カ
ヌ
程
ニ
人
カ
セ
メ
ヌ
ソ
。
強
者
ハ
、
結
句
ヲ
カ
シ
、
ソ
コ
ナ
イ
ヨ
イ
ソ
。
弱
ハ
人
々
仰
セ
カ
ウ
フ
ル
ホ
ト
ニ
、
人
カ

タ
ス
ク
ル
ソ
。
強
者

―
、
ウ
テ
ノ
ツ
ヨ
イ
者
ハ
、
人
ニ
敵
タ
ウ
程
ニ
、
敵
カ
ヲ
ホ
イ
ソ
。
去
程
ニ
、
怨
ヲ
ナ
ス
者
ト
モ
カ
、
セ
ム
ル
ソ
。

講
義
ニ
ハ
、
強
者
怨
―
ト
、
人
ト
云
字
ヲ
、
怨
ル
ト
云
字
ニ
カ
イ
タ
ソ
。
怨
ア
ル
者
カ
セ
ム
ル
ソ
。
直
解
ヤ
唐
本
ニ
ハ
人
ト
云
字
ニ
カ
イ
タ

ソ
。（『
口
義
』）

　
『
口
義
』
も
『
七
書
直
解
』
に
依
拠
し
た
解
説
を
行
っ
た
後
に
、『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
た
解
説
を
行
う
。

　

最
終
的
に
、
清
原
宣
賢
は
い
ず
れ
の
注
釈
書
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
口
義
』
の
掲
げ
る
『
三
略
』
本
文
が
「
怨
」
字
に
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
示
す
通
り
、
清
原
宣
賢
は
『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
注
釈
書
を
比
較
し
つ
つ
解
説
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
良
賢
抄
』
と
『
宣
賢
抄
』、『
口
義
』
の

全
て
に
共
通
し
て
、『
三
略
』
本
文
を
逐
条
的
に
解
説
す
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

結
果
と
し
て
『
口
義
』
の
解
説
は
、
一
つ
の
条
の
な
か
に
『
七
書
講
義
』
に
拠
る
句
と
『
七
書
直
解
』
に
拠
る
句
が
混
在
し
、
モ
ザ
イ
ク
画
の

様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
モ
ザ
イ
ク
画
の
全
体
像
は
、『
七
書
講
義
』
で
も
な
く
『
七
書
直
解
』
で
も
な
い
、
両
者
を
併
用
し
た
清
原
宣
賢

の
読
み
で
あ
る
。

　
『
国
賢
抄
』
は
清
原
宣
賢
の
方
針
を
引
き
継
ぎ
、『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
の
注
釈
書
部
分
ま
で
を
も
逐
条
的
解
説
の
対
象
と
す
る
。
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直
曰
、（
中
略
）
今
軍 

―
コ
レ
ハ
孫
臏
カ
策
ソ
。
魏
ノ
国
ヘ
入
テ
、
人
数
減
ス
ル
ノ
形
ヲ
敵
ニ
ミ
セ
ン
ト
テ
、
前
ニ
ハ
十
万
ノ
竃
ヲ
作
テ

ア
ル
カ
、
其
翌
日
ニ
ハ
五
万
ノ
竃
ヲ
作
ソ
。
又
其
後
ニ
ハ
、
三
万
ノ
竃
造
ソ
。
是
ハ
、
弱
モ
有
レ

所
レ

用
也
。
ソ
レ
ヲ
魏
軍
ニ
誠
ト
心
得
テ
、

將
軍
龐
涓
自ミ
　

行
テ
、
蹴
チ
ラ
サ
ン
ト
ス
ル
ソ
。
孫
臏
カ
策
ニ
、
其
行
サ
キ
ノ
道
ニ
、
万
弩
ヲ
伏
セ
テ
、
一
度
ニ
ツ
ル
ヘ
矢
ニ
射
テ
、
大
將
ヲ

射
殺
ス
ソ
。
強
モ
有
所
レ

加
レ

也
ト
云
タ
ハ
爰
ソ
。
剛
柔
強
弱
ハ
、
其
宜
ニ
因
テ
、
施
ス
ヘ
キ
ヿ
ソ
（『
国
賢
抄
』）

　
『
三
略
』
の
「
兼
此
四
者
、
而
制
其
宜
」
に
対
応
す
る
『
七
書
直
解
』
の
注
釈
）
（（
（

に
つ
い
て
、
出
典
）
（（
（

が
解
説
さ
れ
て
い
る
。『
七
書
直
解
』
は
個
別

の
戦
場
に
お
い
て
、
敵
を
欺
く
際
に
剛
柔
強
弱
を
適
宜
用
い
る
こ
と
を
説
く
。

　
『
国
賢
抄
』
の
解
説
は
極
め
て
詳
細
と
言
え
よ
う
。『
良
賢
抄
』
が
半
丁
を
用
い
て
説
明
し
た
「
軍
讖
曰
、
柔
能
制
剛
、
弱
能
制
強
」
で
始
ま
る

箇
所
が
、『
宣
賢
抄
』
で
は
一
丁
、『
国
賢
抄
』
で
は
七
丁
が
費
や
さ
れ
る
。
清
原
家
の
抄
物
が
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
分
か

る
例
で
あ
る
。

　

清
原
家
の
『
三
略
』
に
関
す
る
抄
物
は
、『
七
書
講
義
』
の
み
に
依
拠
し
て
い
た
段
階
と
『
七
書
直
解
』
と
の
比
較
検
討
の
余
地
が
生
ま
れ
た

段
階
を
経
て
、
比
較
検
討
の
詳
細
化
が
進
ん
だ
。

五
　
林
羅
山
の
諺
解

　

本
節
で
は
『
三
略
諺
解
』
と
『
大
学
諺
解
』
を
検
討
し
、
参
考
と
し
て
『
孫
子
諺
解
』
の
作
成
方
針
を
も
窺
う
。

　
『
三
略
諺
解
』
は
、
Ⅲ
節
で
述
べ
た
通
り
『
孫
子
諺
解
』
と
共
に
徳
川
家
光
へ
献
上
す
る
た
め）

（（
（

、
寛
永
三
年
に
著
さ
れ
た
。
内
閣
文
庫
に
は
二

本
の
『
三
略
諺
解
』
が
伝
存
す
る
。
本
稿
で
は
、
林
羅
山
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
を
扱
う
。
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清
原
家
の
『
三
略
』
に
関
す
る
抄
物
は
、
清
原
宣
賢
以
降
『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
を
比
較
検
討
し
つ
つ
、
自
家
の
立
場
を
示
す
と
い

う
方
法
を
採
っ
た
。
林
羅
山
も
ま
た
こ
の
方
法
を
採
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
同
様
に
、『
三
略
』
の
「
軍
讖
曰
、
柔
能
制
剛
、
弱
能
制
強
」
で

始
ま
る
箇
所
を
、
解
説
手
法
に
着
目
し
て
検
討
し
た
い
。

軍
‐
讖　
ニ

曰
、
柔
能　
ク

制　
ス

レ

剛　
ヲ

、
弱
能　
ク

制　
ス

レ

強　
ヲ

。
柔　
ハ

者
徳　
ナ
リ

也
。
剛　
ハ

者
賊　
ナ
リ

也
。
弱　
ハ

者
人　
ノ

之
所
レ

助　
ク
ル、

強　
ハ

者
怨　
ノ
講　
ニ
ハ

作
レ

怨　
ニ

、

直　
ニ
ハ

作
レ

人　
ニ

。
之
所　
ナ
リレ

攻　
ム
ル。

柔
有　
リ

レ

所
レ

設　
ク
ル、

剛

有
レ

所
レ

施　
　
ス、
弱
有　
リ

レ

所
レ

用　
ル

、
強
有　
リ

レ

所
レ

加　
フ
ル。
兼　
テ

二

此　
ノ

四　
ツ
ノ

者　
ノ
ヲ

一

、
而
制　
ス

二

其　
ノ

宜　
ヲ

一

（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
諺
解
』）

故
ニ
柔
ハ
物
ニ
サ
ハ
ラ
ス
、
心
ノ
ユ
タ
カ
ニ
ヤ
ワ
ラ
カ
ナ
ル
徳
ナ
リ
。
剛
ハ
ア
タ
ル
ト
コ
ロ
カ
タ
ケ
レ
ハ
、
モ
ノ
ヲ
ヤ
フ
リ
ス
コ
ス
。
弱
ハ

人
ノ
下
手
ニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
、
人
ヨ
リ
我
ヲ
タ
ス
ケ
ス
ク
フ
コ
ト
ア
リ
。
強
ハ
我
カ
ツ
ヨ
キ
ヲ
ホ
ト
コ
シ
、
人
ヲ
ヤ
フ
リ
ソ
コ
ナ

フ
ユ
ヘ
ニ
、
多
ク
ノ
ウ
ラ
ミ
ヲ
ウ
ク
ル
也
。
柔
ナ
レ
ハ
、
物
ト
ア
ラ
ソ
ハ
子
ト
モ
、
人
々
皆
其
徳
ニ
皈
服
ス
。
剛
ハ
カ
タ
ク
争
ヒ
カ
ツ
ユ
ヘ

ニ
、
人
ヲ
ソ
コ
ナ
フ
。
弱
ナ
レ
ハ
人
ノ
上
ニ
ナ
ラ
ヌ
故
ニ
、
人
ヨ
リ
カ
ヘ
リ
テ
、
我
ヲ
ス
ク
フ
。
強
ナ
レ
ハ
ツ
ヨ
キ
ア
イ
テ
多
ク
ア
ル
ユ
ヘ

ニ
、
諸
人
ノ
ア
タ
ト
ナ
リ
テ
、
ウ
ラ
ミ
ラ
ル
。（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
諺
解
』）

　
『
三
略
諺
解
』
は
、
割
注
で
『
七
書
講
義
』
と
『
七
書
直
解
』
の
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
も
、
本
文
を
「
怨
」
字
に
作
る
。
こ
れ
は

『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
解
説
も
『
七
書
講
義
』
に
準
じ
た
内
容
で
あ
り
、『
七
書
直
解
』
を
用
い
る
様
子

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
両
者
を
比
較
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
三
略
諺
解
』
が
『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
、
訓
点
と
い
う
面
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
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軍
‐
讖　
ニ

曰
、
柔
能　
ク

制　
ス

レ

剛　
ヲ

、
弱
能　
ク

制　
ス

レ

強　
ヲ

。
柔　
ハ

者
德　
ナ
リ

也
。
剛　
ハ

者
賊　
ナ
リ

也
。
弱　
ハ

者
人　
ノ

之
所
レ

助　
ク
ル、
強　
ハ

者
怨　
ノ

之
所　
ナ
リレ

攻　
ム
ル。
柔
有　
リ

レ

所
レ

設　
ク
ル、
剛 

有
レ

所
レ

施　
ス

、
弱
有　
リ

レ

所
レ

用　
ル

、
強
有　
リ

レ

所
レ

加　
フ
ル。

兼　
テ

二

此　
ノ

四　
ツ
ノ

者　
ノ
ヲ

一

、
而
制　
ス

二

其　
ノ

冝　
ヲ

一

（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
講
義
』）

○
軍
‐
讖　
ニ

曰　
ク

、
柔―

能　
ク

制　
シ

レ

剛　
ヲ

、
弱
能　
ク

制　
ス

レ

強　
ヲ

。
柔　
ハ–

者
德―
ナ
リ

也
。
剛―
ハ

者
賊　
ナ
リ–

也
。
弱　
ハ–

者
人　
ノ

之
所　
ロ

レ

助　
ク
ル、

強　
ハ–

者
人　
ノ

之
所　
ナ
リレ

攻　
ム
ル。

柔　
モ

有　
リ

レ

所
レ

設　
ク
ル。

剛　
モ

有　
リ

レ

所
レ

施　
　
ス。

弱　
モ

有　
リ

レ

所
レ

用　
ル

。
強　
モ

有
レ

所
レ

加　
フ
ル。

兼　
テ

二

此　
ノ

四　
ノ–

者　
ヲ

一

、
而
制　
ス

二

其　
ノ

宜　
キ
ヲ

一

（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
直
解
』）

　
「

–

」
で
訓
号
符
を
示
し
た
。

　

右
は
、
元
和
年
間
の
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
同
時
期
に
訓
点
が
施
さ
れ
た
、
林
羅
山
手
校
手
跋
本
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
既
に
示
し
た
『
三
略
諺
解
』

の
訓
点
と
比
較
す
れ
ば
、『
七
書
講
義
』
の
そ
れ
と
寸
分
違
わ
ず
一
致
す
る
。

　

ま
た
、
史
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
林
羅
山
は
『
七
書
講
義
』
を
襲
い
、
の
み
な
ら
ず
、『
七
書
直
解
』
に
対
す
る
『
七
書
講
義
』
の
優

越
性
を
強
調
す
る
。

此
剛
柔
強
弱
ノ
四
ツ
ヲ
ワ
ク
ル
コ
ト
、
如
此
ナ
レ
ト
モ
、
四
ツ
ナ
カ
ラ
、
一
ツ
モ
ス
ツ
ヘ
カ
ラ
ス
。
カ
子
合
セ
テ
ヨ
ク
用
フ
ヘ
シ
。
只
柔
ハ

カ
リ
ナ
レ
ハ
、
ニ
フ
ク
ナ
リ
テ
、
シ
ヤ
ウ
子
ナ
キ
モ
ノ
ヽ
如
シ
。
弱
ハ
カ
リ
ナ
レ
ハ
、
ツ
タ
ナ
ク
ナ
リ
テ
イ
サ
ミ
ナ
シ
。
故
ニ
コ
ノ
四
ツ
、

時
ニ
ヨ
リ
処
ニ
ヨ
リ
、
物
ニ
ヨ
リ
ア
イ
テ
ニ
ヨ
リ
テ
用
フ
ル
ヲ
、
其
冝
ヲ
制
ス
ト
云
也
。
時
ニ
カ
ナ
フ
テ
チ
ョ
ク
ス
ル
ヲ
、
冝
ト
云
也
。
ム

カ
シ
周
ノ
文
王
ノ
、
殷
ノ
紂
ニ
ツ
カ
ヘ
テ
シ
タ
カ
フ
ハ
、
柔
也
。
サ
テ
大
ナ
ル
徳
ヲ
ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
サ
カ
リ
ナ
ル
功
ヲ
ヒ
ロ
メ
テ
、
天

下
太
半
シ
タ
カ
フ
ハ
、
文
王
ノ
剛
ナ
リ
。
武
王
ノ
紂
ヲ
ウ
ツ
ト
キ
ニ
、
諸
人
コ
ト
〱
ク
ウ
ツ
ヘ
シ
ト
ス
ヽ
ム
ル
ヲ
、
武
王
時
イ
マ
タ
至
ラ
ス

ト
云
テ
、
タ
ケ
ク
勇
メ
ル
兵
ヲ
モ
テ
、
タ
ヽ
一
戦
ニ
ウ
チ
カ
チ
テ
、
紂
ヲ
亡
シ
天
下
ヲ
ト
ル
ハ
、
武
王
ノ
強
也
。
是
皆
コ
ノ
四
ツ
ヲ
用
ヒ
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テ
、
ヨ
キ
時
ニ
用
ル
シ
ル
シ
ナ
リ
。
此
四
ツ
ノ
モ
ノ
、
一
心
ノ
中
ニ
ア
リ
、
外
ニ
モ
ト
ム
ヘ
カ
ラ
ス
。（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
諺
解
』）

サ
レ
ト
モ
權
謀
ノ
上
ニ
テ
イ
ハ
ヽ
、
人
ヲ
ア
ケ
テ
後
ニ
オ
ト
シ
、
コ
マ
タ
ヲ
ト
リ
テ
カ
ツ
ト
云
カ
如
ク
ニ
、
一
偏
ニ
心
得
ル
ト
キ
ハ
、
義
理

ア
サ
ク
ナ
ル
也
。
只
コ
ノ
四
ツ
ノ
コ
ト
、
ス
ク
ル
モ
ア
シ
ク
、
タ
ラ
ヌ
モ
ア
シ
キ
ユ
ヘ
ニ
、
ヨ
キ
ホ
ト
ニ
ス
ル
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
。
其
ヨ
キ
ホ

ト
ヽ
云
ハ
、
理
ニ
カ
ナ
フ
ヲ
云
ナ
リ
。（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
諺
解
』）

　

右
は
『
三
略
』
の
「
兼
此
四
者
、
而
制
其
宜
」
に
対
応
す
る
『
七
書
講
義
』
の
注
釈）

（（
（

を
承
け
た
解
説
で
あ
る
。『
七
書
直
解
』
は
孫
子
の
逸
話

を
引
用
し
て
注
釈
す
る
が
、『
七
書
講
義
』
は
『
詩
経
』
や
『
書
経
』、『
春
秋
左
氏
伝
』
及
び
そ
れ
ら
の
注
疏）

（（
（

に
見
え
る
文
王
と
武
王
の
逸
話
を

用
い
る
。

　
『
七
書
直
解
』
は
個
別
の
戦
場
に
お
け
る
詐
術
を
念
頭
に
置
い
た
引
用
で
あ
る
が
、『
七
書
講
義
』
で
は
戦
争
を
行
う
か
行
わ
な
い
か
を
判
断
す

る
と
い
う
、
為
政
者
と
し
て
の
よ
り
広
い
視
点
を
重
視
し
た
引
用
と
な
っ
て
い
る
。

　

林
羅
山
は
、『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
た
上
で
、『
七
書
直
解
』
が
重
ん
じ
る
詐
術
を
他
人
を
陥
れ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
と
戒
め
る
。

　

林
羅
山
は
『
七
書
講
義
』
に
依
拠
し
て
『
三
略
諺
解
』
を
著
し
た
。
で
は
、
一
月
前
に
成
立
し
た
『
孫
子
諺
解
』
も
同
様
で
あ
ろ
う
か
。
参
考

ま
で
に
そ
の
制
作
方
針
を
窺
い
た
い
。『
孫
子
諺
解
』
も
『
三
略
諺
解
』
と
同
様
に
、
内
閣
文
庫
に
二
本
伝
存
す
る
。
本
稿
で
は
、
林
羅
山
の
蔵

書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
る
。

　

林
羅
山
は
「
孫
子
諺
解
跋
」
に
お
い
て
『
七
書
講
義
』
を
襲
う
と
明
言
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
林
羅
山
は
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。

劉
氏
カ
直
解
ニ
ハ
、
孫
子
ノ
注
十
一
家
ノ
説
ヲ
、
ノ
セ
タ
リ
。
施
子
美
ハ
、
講
義
ヲ
ツ
ク
レ
リ
。
今
ノ
抄
ハ
、
講
義
ノ
コ
ヽ
ロ
ヲ
用
ヒ
テ
、
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少
シ
了
簡
ヲ
加
ル
也
（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
孫
子
諺
解
』）

　

林
羅
山
が
実
見
し
た
『
七
書
直
解
』
に
は
、
魏
武
帝
を
始
め
と
し
た
諸
氏
に
よ
る
注
釈
を
集
め
た
『
十
一
家
注
孫
子
』
が
収
録
さ
れ
て
い
た）

（（
（

と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、『
孫
子
諺
解
』
は
『
七
書
講
義
』
に
依
拠
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
見
解
を
交
え
る
こ
と
も
あ
る
。
以
上
が
『
孫
子
諺

解
』
を
著
す
上
で
の
方
針
で
あ
っ
た
。

　

既
に
、
為
政
者
に
献
上
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
諺
解
の
解
説
方
法
を
検
討
し
た
。
だ
が
、
諺
解
に
は
自
身
の
子
孫
の
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
も

あ
る）

（（
（

。
想
定
さ
れ
る
読
者
の
違
い
が
、
林
羅
山
の
古
典
の
読
み
方
に
、
差
異
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
読
者
の
違
い
に
関
わ

ら
ず
、
共
通
し
た
性
質
が
観
察
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
寛
永
七
年
に
成
立
し
た
『
大
学
諺
解
）
（（
（

』
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

林
羅
山
は
『
大
学
諺
解
』
の
解
説
方
針
を
跋
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
林
羅
山
は
、
朱
熹
の
『
大
学
章
句
』
と
『
大
学
或
問
』
に
則
る
こ
と
を

明
言
し
、
朱
熹
以
降
の
諸
書
を
豊
富
に
用
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
そ
の
方
針
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
）
（（
（

。

　

朱
熹
の
『
大
学
章
句
』
伝
十
章
の
冒
頭
部
分
と
対
応
す
る
箇
所
に
着
目
し
た
い
。

所

–

謂　
ル

平
　
ニ
ス
ル
ヿ
ハ

二

天
‐
下　
ヲ

一

在　
ト
ハレ

治
　
ル
ニ

二

其　
ノ

国　
ヲ

一

者
、
上
　
ト
乄

老
レ

老　
ヲ

而
民
興　
ス

レ

孝　
ヲ

、
上
長　
ト
乄レ

長　
ヲ

而
民
興　
ス

レ

弟　
ヲ

、
上
恤
メ
ク
ン
テレ

孤　
ヲ

而
民
不
レ

倍ソ
ム
カ、

是　
ヲ–

以　
テ

君
‐
子
有　
リ

二

絜
‐
矩　
ノ

之
道
一

也
（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
学
諺
解
』）

上
ト
シ
テ
老
老
長
長
恤
孤
ト
キ
ハ
、
下
必
孝
ヲ
興
シ
、
弟
ヲ
興
シ
、
不
背
ナ
リ
。
此
三
ノ
者
ヲ
、
上
行
ヘ
ハ
、
下
シ
タ
カ
フ
ヿ
、
形
ニ
影
ア

リ
。
声
ニ
響
ア
ル
カ
如
シ
。
家
齊
テ
國
治
ル
、
是
也
。（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
学
諺
解
』）
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右
は
、『
大
学
章
句
』
に
お
け
る
朱
熹
の
注）

（（
（

を
、
他
の
諺
解
同
様
に
文
章
の
体
で
咀
嚼
し
た
解
説
で
あ
る
。

　

本
節
で
扱
っ
た
諺
解
は
、
み
な
清
原
家
の
抄
物
と
は
異
な
る
性
質
を
示
し
た
。
複
数
の
注
釈
書
に
同
等
の
扱
い
を
与
え
、
比
較
検
討
を
通
じ
て

逐
条
的
に
自
己
の
解
釈
を
示
す
と
い
う
方
針
を
採
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、『
七
書
』
に
つ
い
て
は
『
七
書
講
義
』
に
拠
り
、『
四
書
』
に
つ
い
て

は
新
注
に
拠
る
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
し
、
ま
と
ま
り
あ
る
文
章
の
体
で
解
説
を
施
す
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
。

六
　
お
わ
り
に

　

前
節
ま
で
に
明
ら
か
と
な
っ
た
結
果
を
解
釈
し
、
考
察
を
加
え
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
林
羅
山
は
清
原
家
の
抄
物
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
と
認

識
し
て
い
た
の
か
を
論
じ
る
。
ま
た
、
清
原
家
の
抄
物
が
持
つ
問
題
を
踏
ま
え
、
林
羅
山
は
自
身
の
諺
解
へ
い
か
に
反
映
さ
せ
た
の
か
を
論
じ
た

い
。

　

清
原
家
の
『
三
略
』
に
関
す
る
抄
物
は
、
清
原
宣
賢
以
降
、
成
立
年
代
の
異
な
る
複
数
の
注
釈
書
を
同
列
に
扱
い
比
較
検
討
を
試
み
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
条
の
な
か
で
も
一
句
ご
と
に
異
な
る
注
釈
書
の
解
釈
を
用
い
る
こ
と
と
な
り
、
モ
ザ
イ
ク
画
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し

た
。
さ
ら
に
、
清
原
宣
賢
以
前
か
ら
の
逐
条
的
に
解
説
す
る
方
針
と
結
び
つ
き
、
詳
細
化
・
複
雑
化
し
て
行
く
。

　

こ
れ
に
対
し
て
林
羅
山
は
、『
論
語
諺
解
』
で
古
典
に
加
え
ら
れ
た
注
を
歴
史
的
に
捉
え
る
視
点
を
示
し
た
。
ま
た
、
林
羅
山
は
四
書
の
な
か

で
も
学
庸
は
新
注
で
読
み
、
論
孟
は
古
注
で
読
む
と
い
う
清
原
家
の
伝
統
を
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
一
書
の
な
か
で
も
あ
る
部
分
は
古
注
で
、
別

の
あ
る
部
分
は
新
注
で
読
む
こ
と
で
生
じ
る
不
整
合
性
・
恣
意
性
を
批
判
し
た
。

　

清
原
家
の
抄
物
の
持
つ
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
林
羅
山
の
諺
解
は
特
定
の
注
釈
書
を
主
と
し
て
用
い
、
比
較
検
討
を
行
わ
ず
に
一
つ
の
条
を

最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
み
通
す
文
章
の
体
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
想
定
さ
れ
る
読
者
の
対
象
に
関
わ
ら
ず
共
通
す
る
特
徴
で
あ
っ
た
。

　

清
原
家
の
抄
物
は
、
複
数
の
注
釈
書
を
混
じ
え
用
い
る
と
い
う
方
針
の
も
と
で
詳
細
化
が
進
ん
だ
。
や
が
て
注
釈
書
の
内
容
ま
で
を
も
逐
条
的
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に
解
説
す
る
に
至
り
、
そ
の
分
析
的
な
学
風
の
成
熟
を
示
し
た
。

　

だ
が
、
清
原
家
の
抄
物
は
、
ど
れ
だ
け
解
説
が
詳
細
化
し
て
も
、
金
人
で
あ
る
施
子
美
の
『
七
書
講
義
』
と
明
人
で
あ
る
劉
寅
の
『
七
書
直

解
』
を
全
く
対
等
に
比
較
す
る
態
度
へ
の
疑
問
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
学
庸
は
新
注
で
、
論
孟
は
古
注
で
読
む
自
家
の
学
風
が
讃
え
ら

れ
る）

（（
（

。
詳
細
を
極
め
る
清
原
家
の
抄
物
が
持
つ
限
界
は
こ
こ
に
存
す
る
。

　

清
原
家
に
学
ん
だ
林
羅
山
は
、
清
原
家
の
学
風
へ
の
批
判
を
行
い
つ
つ
自
身
の
立
場
を
示
し
た
。
林
羅
山
の
立
場
と
は
、
古
典
を
あ
る
注
釈
書

に
依
拠
し
て
、
そ
の
注
釈
書
が
持
つ
固
有
の
文
脈
に
沿
っ
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
『
四
書
』
は
新
注
に
拠
り
、『
七
書
』
は
『
七
書
講
義
』
を
踏
襲
し
た
解
釈
を
用
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
で
、
林
羅
山
は
清
原
家

の
抄
物
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
乗
り
越
え
、
古
典
の
一
貫
し
た
総
合
的
な
理
解
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
、
特
定
の
注
釈
書
に
拠
る
と
し
て
も
、
そ
の
注
釈
書
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
林
羅
山
は
、

新
注
が
古
注
よ
り
劣
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
断
じ
、
経
書
を
読
む
上
で
新
注
を
用
い
る
と
い
う
自
身
の
立
場
を
強
調
す
る
。
ま

た
、
林
羅
山
は
『
七
書
直
解
』
の
解
釈
を
義
理
が
浅
く
な
る
と
批
判
し
、
為
政
者
の
立
場
か
ら
『
三
略
』
の
「
軍
讖
曰
、
柔
能
制
剛
、
弱
能
制

強
」
に
始
ま
る
箇
所
を
注
釈
し
た
『
七
書
講
義
』
を
襲
っ
た
。

　

諸
注
釈
書
を
吟
味
し
た
上
で
、
敢
え
て
一
書
に
拠
る
と
い
う
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

林
羅
山
の
諺
解
に
は
、
古
典
を
読
む
た
め
の
新
た
な
態
度
が
示
さ
れ
て
い
た
。
林
羅
山
は
複
雑
か
つ
詳
細
に
な
る
学
問
の
流
れ
を
一
旦
断
ち
切

り
、
目
の
前
に
あ
る
書
物
を
一
貫
し
た
解
釈
の
も
と
で
、
総
合
的
に
読
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
清
原
家
が
長
い
年
月
の
な
か
で
積
み
重
ね
て
き
た
学
風
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
の
中
で
生
ま

れ
た
新
た
な
展
開
で
あ
っ
た
。
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注（
1
）
和
島
芳
男
『
中
世
の
儒
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
）

（
2
）
村
上
雅
孝
「
林
羅
山
と
手
沢
本
正
平
版
論
語
を
め
ぐ
っ
て
」（『
思
想
と
文
化
』、
一
九
八
六
・
〇
二
）

（
3
）
林
鵞
峯
「
年
譜
」（『
羅
山
林
先
生
集
』
附
録
巻
第
一
、
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
刊
本
）

（
4
）「
余
頃
者
、
與
涸
轍
齋
租
博
等
、
聞
尚
書
孔
氏
傳
乎
東
山
僧
梅
仙
。
梅
仙
父
宗
二
、
聞
之
清
原
儒
者
給
事
中
宣
賢
。
是
以
、
宗
清
家
云
」（『
羅
山
林
先
生
文
集
』

巻
第
六
五
「
随
筆
一
」、
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
刊
本
）

（
5
）『
古
文
尚
書
』（
内
閣
文
庫
所
蔵
）
及
び
「
礼
記
古
本
跋
」（『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
第
五
四
、
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
刊
本
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）『
慶
長
日
件
録
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
一
）

（
7
）
慶
長
八
年
か
ら
一
・
二
年
の
間
に
、
林
羅
山
の
『
論
語
集
註
』
講
義
を
清
原
秀
賢
が
告
訴
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
事
実
性
を
疑

問
視
す
る
立
場
（
足
利
衍
述
『
鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』、
有
明
書
房
、
一
九
三
二
）
と
、
こ
れ
に
類
す
る
事
実
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
立
場
（
堀
勇

雄
『
林
羅
山
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
を
し
な
い
。

（
8
）「
若
使
叔
勝
在
、
則
無
由
作
大
學
解
。
叔
勝
既
會
得
了
也
。
今
作
之
者
、
它
日
為
授
幼
子
也
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
学
諺
解
』）

（
9
）
川
瀬
一
馬
氏
は
『
増
補
古
活
字
版
の
研
究
』（
日
本
古
書
籍
商
協
会
、
一
九
六
七
）
に
お
い
て
、
慶
長
九
年
に
『
六
韜
』
が
出
版
さ
れ
た
折
、
併
せ
て
『
三
略
』

も
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
だ
が
、
川
瀬
氏
自
身
が
同
書
に
お
い
て
指
摘
す
る
通
り
、
慶
長
九
年
に
印
刷
さ
れ
た
『
三
略
』
は
現
存
し
な
い
。
こ
の
た

め
、
本
稿
で
は
『
三
略
』
が
印
刷
さ
れ
た
の
は
慶
長
四
年
と
慶
長
五
年
、
慶
長
一
一
年
の
三
回
と
す
る
。

（
10
）
林
鵞
峯
「
年
譜
」（『
羅
山
林
先
生
集
』
附
録
巻
第
一
、
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
刊
本
）

（
11
）「
余
甞
在
駿
府
写
一
通
。
今
戸
田
為
春
氏
新
鏤
梓
、
以
頒
行
於
世
。
其
志
可
尚
矣
。
余
亦
獲
合
部
、
以
向
所
蓄
之
謄
本
、
往
々
校
之
、
随
見
随
塗
朱
、
為
句
讀

焉
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
講
義
』）、「
武
學
七
書
直
解
全
套
、
隨
繕
寫
而
隨
粗
閲
之
。
乃
以
硃
而
句
之
、
以
墨
而
點
之
。
殆
一
月
餘
而
后
皆
成

矣
。
余
十
七
八
歳
時
見
直
解
、
其
后
讀
施
氏
講
義
、
誦
李
卓
吾
孫
子
參
同
、
今
又
及
于
此
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
直
解
』）

（
12
）
林
鵞
峯
「
年
譜
」（『
羅
山
林
先
生
集
』
附
録
巻
第
二
、
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
文
二
年
刊
本
）

（
13
）
一
七
世
紀
初
頭
の
本
邦
に
お
け
る
『
三
略
』
の
受
容
が
、
純
粋
に
軍
事
的
な
要
請
の
み
に
因
る
と
は
考
え
難
い
。
部
下
を
率
い
て
出
陣
す
る
立
場
で
な
い
摂
関

家
の
人
間
が
、
清
原
秀
賢
の
講
義
を
聴
講
し
た
と
い
う
事
実
や
、『
三
略
諺
解
』
跋
「
庶
周
漢
之
功
業
、
復
覩
於
今
日
、
豈
不
大
幸
乎
」
と
い
う
記
述
は
、
別
の

興
味
関
心
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
『
三
略
』
が
い
か
な
る
点
で
重
視
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
14
）
本
邦
に
は
、『
七
書
講
義
』
に
つ
い
て
は
清
家
文
庫
所
蔵
の
清
原
宣
賢
自
筆
本
『
三
略
講
義
』
や
足
利
学
校
所
蔵
の
九
華
自
筆
本
『
七
書
講
義
』、
内
閣
文
庫
所

蔵
の
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
講
義
』
が
比
較
的
古
く
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
現
存
す
る
。
内
閣
文
庫
所
蔵
の
林
羅
山
旧
蔵
本
と
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
が
、
国
立
国
会

図
書
館
と
大
垣
市
立
図
書
館
に
現
存
す
る
。
前
者
に
は
「
詩
仙
堂
印
」
が
、
後
者
に
は
菅
得
庵
の
識
語
が
確
認
で
き
る
。

（
15
）『
七
書
直
解
』
に
つ
い
て
は
、
浅
野
文
庫
所
蔵
の
朝
鮮
版
『
七
書
直
解
』
古
活
本
『
七
書
直
解
』
や
内
閣
文
庫
所
蔵
の
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
直
解
』
が
現
存
す

る
。
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（
16
）「
觀
其
議
論
、
出
自
胸
臆
。
又
引
史
傳
、
爲
之
參
證
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
講
義
』）、「
刪
繁
撮
要
。
斷
以
經
傳
所
載
先
儒
之
奥
旨
、
質
以
平

日
所
聞
父
師
之
格
言
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
寛
永
二
〇
年
版
『
七
書
直
解
』）

（
17
）
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
三
略
秘
抄
』（
以
下
、『
良
賢
抄
』）
は
一
四
世
紀
の
抄
物
の
様
子
を
、
清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
秘
抄
』（
以
下
、『
宣
賢
抄
』）
と
『
三
略
口

義
』（
以
下
、『
口
義
』）
は
一
六
世
紀
前
半
の
『
三
略
』
講
義
の
様
子
を
、
清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
抄
』（
以
下
、『
国
賢
抄
』）
は
一
六
世
紀
後
半
の
抄
物
の
様
子

を
、
今
に
伝
え
る
。
そ
の
他
、
内
閣
文
庫
に
古
活
字
版
の
『
三
略
秘
鈔
』
が
現
存
す
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

（
18
）
柳
田
征
司
「
清
原
宣
賢
自
筆
『
三
略
秘
抄
』
の
本
文
の
性
格
に
就
て
」（『
国
語
学
』
第
七
五
集
、
国
語
学
会
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
八
）

（
19
）「
弱
者
人
之
所
助
也
。
強
者
怨
之
所
攻
」（
清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
講
義
』）

（
20
）「
弱
者
人
之
所
助
。
強
者
人
之
所
攻
」（
浅
野
文
庫
所
蔵
朝
鮮
版
『
七
書
直
解
』）

（
21
）「
弱
則
能
下
人
、
故
爲
人
所
助
。
強
則
敵
者
衆
、
故
爲
怨
所
攻
」（
清
家
文
庫
所
蔵
『
三
略
講
義
』）

（
22
）「
弱
而
有
德
者
、
衆
人
之
所
助
援
。
故
古
人
有
濟
弱
扶
傾
者
、
所
以
弱
者
人
多
助
也
。
若
弱
而
無
德
、
誰
肯
助
之
。
強
而
不
仁
者
、
衆
人
之
所
攻
擊
。
古
人
有
禁

暴
救
亂
者
、
所
以
強
者
人
多
攻
也
。
若
強
而
仁
、
孰
肯
攻
之
」（
浅
野
文
庫
所
蔵
朝
鮮
版
『
七
書
直
解
』）

（
23
）「
兼
此
剛
柔
強
弱
四
者
、
制
其
宜
而
行
之
。
上
文
言
、
剛
者
賊
也
。
強
者
人
之
所
攻
、
戒
人
之
過
於
剛
與
強
也
。
此
言
剛
有
所
施
、
強
有
所
加
、
勉
人
剛
強
而
適

其
宜
也
。
始
如
處
女
、
柔
有
所
設
也
。
後
如
脱
兎
、
剛
有
所
施
也
。
令
軍
減
竈
、
弱
有
所
用
也
。
萬
弩
齊
發
、
強
有
所
加
也
。
但
要
制
其
宜
而
行
之
耳
」（
浅
野

文
庫
所
蔵
朝
鮮
版
『
七
書
直
解
』）

（
24
）『
史
記
』
孫
子
呉
起
列
伝

（
25
）「
今
謹
奉
台
命
、
作
三
畧
倭
字
諺
訓
、
以
欽
進
呈
。
臣
不
敏
、
雖
不
及
此
書
賢
智
之
慮
、
庶
周
漢
之
功
業
、
復
覩
於
今
日
、
豈
不
大
幸
乎
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三

略
諺
解
』）

（
26
）「
雖
然
剛
柔
強
弱
、
四
者
不
可
偏
廢
。
柔
不
徒
柔
也
。
獨
柔
則
失
之
懦
、
故
柔
有
所
設
、
而
剛
復
有
所
施
。
弱
不
徒
弱
也
。
獨
弱
則
失
之
怯
、
故
弱
有
所
用
、
而

強
復
有
所
加
。
此
無
他
、
其
始
若
無
能
爲
者
、
其
終
必
大
有
爲
。
其
始
若
無
所
用
者
、
其
終
必
見
於
所
用
。
四
者
之
用
、
各
有
所
冝
。
兼
是
而
隨
冝
以
制
事
、
可

以
有
成
矣
。
方
文
王
之
遵
養
時
晦
、
若
甚
柔
也
。
而
大
勲
所
擧
、
有
所
不
憚
、
其
剛
必
有
所
施
也
。
武
王
之
師
渡
孟
津
、
若
甚
弱
也
。
而
熊
羆
之
士
、
奮
于
商

郊
、
其
強
又
有
所
加
也
。
文
武
之
君
、
惟
兼
是
而
制
之
。
此
所
以
能
造
周
而
革
商
也
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
講
義
』）

（
27
）『
詩
経
』（
周
頌
、
酌
）
及
び
該
当
箇
所
の
孔
頴
達
に
よ
る
疏
、『
春
秋
左
氏
伝
』（
宣
公
十
二
年
）
及
び
該
当
箇
所
の
杜
預
に
よ
る
注
や
孔
頴
達
に
よ
る
疏
、『
書

経
』（
周
書
、
泰
誓
上
）
及
び
該
当
箇
所
の
孔
安
国
伝
及
び
孔
頴
達
に
よ
る
疏
を
参
照
の
こ
と
。

（
28
）「
孫
武
子
兵
法
十
三
篇
、
謹
奉
鈞
命
、
而
因
施
氏
之
講
義
、
作
倭
字
之
諺
訓
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
孫
子
諺
解
』）

（
29
）
こ
う
し
た
事
情
の
た
め
か
、
内
閣
文
庫
に
写
本
と
し
て
伝
わ
る
林
羅
山
旧
蔵
本
『
七
書
直
解
』
は
、『
孫
子
』
を
欠
い
て
い
る
。『
十
一
家
注
孫
子
』
を
収
録
す

る
『
七
書
直
解
』
と
し
て
は
、
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
所
蔵
の
朝
鮮
版
『
七
書
直
解
』
が
あ
る
。

（
30
）
荻
生
徂
徠
は
『
学
寮
了
簡
書
』
に
お
い
て
、
講
義
を
聞
か
せ
る
対
象
に
応
じ
て
講
義
の
内
容
も
変
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
注
釈
書
を
検
討
す
る
上
で
も
参
考

に
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
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（
31
）『
大
学
諺
解
』
に
関
す
る
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
村
上
雅
孝
「
林
羅
山
『
大
学
諺
解
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
近
世
の
漢
文
訓
読
史
の
立
場
か
ら
―
」

（『
歴
史
と
文
化
』、
一
九
八
一
・
〇
二
）、
大
島
晃
「
林
羅
山
の
『
大
学
諺
解
』
に
つ
い
て

―
そ
の
述
作
の
方
法
と
姿
勢
」（『
漢
文
學
解
釋
與
研
究
』
第
七
輯
、

漢
文
学
研
究
会
、
二
〇
〇
四
・
一
二
）

（
32
）「
此
喭
解
、
本
章
句
幷
或
問
、
尊
程
朱
也
。
考
以
鄭
註
・
孔
疏
・
陸
音
、
尋
舊
也
。
輔
翼
以
大
全
・
通
考
・
通
義
・
大
成
・
蒙
引
、
釋
章
句
也
。
參
之
以
知
新
日

録
・
林
子
四
書
標
摘
・
管
志
道
釋
文
・
楊
李
四
書
眼
評
、
備
異
説
也
。
其
間
加
己
意
、
而
述
其
義
、
非
敢
擬
議
之
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
大
学
諺
解
』）

（
33
）「
長
上
聲
。
弟
去
聲
。
倍
與
背
同
。
絜
胡
結
反
。
老
老
、
所
謂
老
吾
老
也
。
興
謂
有
所
感
發
而
興
起
也
。
孤
者
幼
而
無
父
之
稱
。
絜
度
也
。
矩
所
以
爲
方
也
。
言

此
三
者
上
行
下
效
、
捷
於
影
響
。
所
謂
家
齊
而
國
治
也
」（
清
家
文
庫
所
蔵
『
大
学
章
句
』）

（
34
）「
後
寶
壽
院
、
法
名
常
忠
、
コ
ア
祖
父
也
。
コ
ヽ
ヲ
、
御
講
説
々
時
、
御
落
涙
ア
リ
。
常
忠
十
二
代
祖
、
頼
業
、
礼
記
ノ
中
カ
ラ
、
此
篇
ヲ
抽
出
メ
、
是
ハ
、
後

ニ
、
重
寶
ニ
成
ラ
ン
ト
云
リ
。
後
ニ
、
此
書
、
別
ニ
一
巻
ト
メ
、
唐
ヨ
リ
、
日
本
ニ
渡
ル
。
意
氣
相
感
、
如
合
符
節
、
竒
妙
々
々
。」（
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
清

原
宣
賢
自
筆
『
大
学
聴
塵
』）
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